
京都市告示第   号 
 地方自治法第２６０条の２第１１項の規定に基づき，平成１６年１月１３日付けで認

可した南里町内会について変更の届出があったので，同条第１０項の規定により次のと

おり告示します。 
  平成２２年５月１０日 
 

京都市長 門川 大作   

 
変更があった事項及びその内容 
 
１ 区域 

変更前 変更後 
京都市伏見区（以下省略）醍醐南里町

３３番地，３３番地の１，３６番地の

６，３６番地の８，３７番地の１，３

７番地の２，３８番地，３９番地，３

９番地の１，４０番地，４１番地の２，

４１番地の３，４２番地，４３番地，

４４番地の１～９，４５番地，４５番

地の１，４５番地の３～８，４６番地

の１，４６番地の２，４７番地の１，

４７番地の２，４８番地，４９番地の

１，５０番地の１，５０番地の２，５

１番地の１，５１番地の９～１５番

地，５２番地，５２番地の５，５２番

地の５５及び５２番地の７９，（以下

変更が無いため省略） 

京都市伏見区（以下省略）醍醐南里町

３３番地，３３番地の１，３６番地の

６，３６番地の８，３７番地の１，３

７番地の２，３８番地，３９番地，３

９番地の１，４０番地，４１番地の２，

４１番地の３，４２番地，４３番地，

４４番地の１～９，４５番地，４５番

地の１，４５番地の３～８，４６番地

の１，４６番地の２，４７番地の１，

４７番地の２，４８番地，４９番地の

１，５０番地の１，５０番地の２，５

１番地の１，５１番地の９～１５番

地，５２番地，５２番地の５，５２番

地の５５，５２番地の６４及び５２番

地の７９，（以下変更が無いため省

略） 
 
２ 代表者の氏名 

変更前 変更後 

澤井 房雄 下村 三千男 

 
３ 代表者の住所 

変更前 変更後 

京都市伏見区醍醐南里町３７番地２ 京都市伏見区醍醐溝口町７番地 

 
   （文化市民局市民生活部地域づくり推進課） 

９３


